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【１】事業の運営についての重要事項 

1-1 施設の概要・運営方針 

（１）施設の概要 

事業所名 

 高津 山桜の森 ショートステイセンター 

高津 山桜の森 

高津 山桜の森／ユニット型 

施設の種類・目的 

当事業所は、次の3つの事業所からなる短期入所施設です。 

○高津 山桜の森 ショートステイセンター 

ショートステイ専用施設：ユニット型居室 

・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）に併設され一体的に

運営を行っている、短期入所施設です。 

・居室が個室であるユニット型の施設です。 

○高津 山桜の森 

空床利用型：従来型居室 

・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）部分で一時的に空床

となった居室を利用した、短期入所サービスです。 

・居室が多床室（定員4名または2名）である従来型の施設です。 

○高津 山桜の森／ユニット型 

空床利用型：ユニット型居室 

・特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）部分で一時的に空床

となった居室を利用した、短期入所するサービスです。 

・居室が個室であるユニット型の施設です。 

所 在 地 
 〒213-0026 

 川崎市高津区久末1510-10 

介護保険事業所番号 

 1475303184 （ショートステイセンター） 

 1475303101 （高津 山桜の森） 

1475303119 （高津 山桜の森／ユニット型） 

事 業 所 管 理 者 北村 謙司 

連 絡 先 
電話 044-948-5740（代表：044-948-5721） 

FAX 044-948-5722 

建物の構造・面積 鉄筋コンクリート造４階建  延床面積4982.32㎡ 

利 用 定 員 

11名 

60名 

50名 

（ショートステイセンター専用部分） 

（特養空床利用；従来型居室部分） 

（特養空床利用：ユニット型居室部分） 

併設する事業所等 

高津 山桜の森（介護老人福祉施設：従来型） 

高津 山桜の森／ユニット型（介護老人福祉施設：ユニット型） 

小規模多機能型居宅介護 やまざくら（小規模多機能型居宅介護） 

高津 山桜の森介護保険センター（居宅介護支援） 
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（２）サービスの運営方針 

① 事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるようすることを目指します。 

② ユニット型短期入所生活介護においては、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用

前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット

において利用者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること

により、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図

ります。 

③ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行

い、市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業者その他の保

険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

1-2 居室・設備の概要、職員の体制・職務内容 

（１）居室・設備の概要 

〔ユニット型部分〕 

居室・設備の種類 室数・数量 備  考 

居室[ユニット型個室] 

11室 

［4階ショートステイ専用ユニット］ 

1ユニット：11室 

平均居室面積：11.77㎡ 

10室 

［3・4階特別養護老人ホーム部分］ 

5ユニット：50室 

平均居室面積：11.77㎡ 

浴室 ２ 
３階・４階に各１か所 

一般浴槽/特別浴槽 

洗面設備 1 各ユニットに１ヶ所 

便所 ３ 各ユニットに３ヶ所 

医務室・静養室 1 2階 

共同生活室 
1 

各ユニットに1ヶ所 約22.41㎡ 

（廊下部分 約91.24㎡） 

〔従来型部分〕 

居室・設備の種類 室数・数量 備  考 

居室[従来型多床室] 16室 ［2階特別養護老人ホーム部分］ 

1人あたり最小床面積：11.61㎡ 

 （４人部屋） （14室） 2階 

（２人部屋） （2室） 2階 

浴室 1 一般浴槽/特別浴槽 

洗面設備 1 各居室に１ヶ所 

便所 1 各居室に１ヶ所 

医務室・静養室 1 2階 

食堂及び機能訓練室 1 約229.38㎡ 
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（２）職員の体制 

 従来 ユニット  

標準的な勤務体制 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

管理者（施設長） 1  共通  日勤 8：30～17：30 

生 活 相 談 員 2  共通  日勤 8：30～17：30 

介 護 職 員 18 6 27 8 

早番 7：00～16：00 

日勤 
8：30～17：30 

10：00～19：00 

遅番 13：00～22：00 

夜勤 22：00～ 7：00 

看 護 職 員 3 1 3  
日勤   8：30～17：30 

※夜間はオンコール 

機能訓練指導員 2  共通  日勤 8：30～17：30 

管 理 栄 養 士 1  共通  日勤 8：30～17：30 

医 師  2  共通  

<人員基準を満たした上で職員数は増減することがあります> 

 

（３）職員の業務内容 

職 種 業 務 内 容 

管理者（施設長） 短期入所生活介護計画の作成、従業者の管理、業務実施状況の把握その

他の管理を一元的に行います。また、従業者に運営規程その他の規程を

遵守させるために必要な指揮命令を行います。 

生 活 相 談 員 ご利用者又はそのご家族等の生活全般に係る相談を受け、適宜に連絡調

整の上、生活環境の整備、社会生活の確保等を行います。 

介 護 職 員 ご利用者の短期入所生活介護計画に基づき、適切な介護技術をもってサ

ービスの提供にあたります。 

看 護 職 員 ご利用者の健康の維持・増進及び衛生管理を行うとともに、サービスの

提供にあたります。 

機 能 訓 練 指 導 員 ご利用者に対し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行います。 

医 師 診察を通じて、看護職員とともにご利用者の健康管理を行います。 

管 理 栄 養 士 献立の作成、衛生管理を通じ、ご利用者の健康管理、生活の質の向上、

疾病改善や介護度の維持改善を目指します。 

 ※ 介護従事者の資質向上のために、採用後 3 ヶ月以内に採用時研修を実施するものとします。

また、年間 4 回の継続研修を実施するものとします。 
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1-3 提供するサービスの内容について 

（１）当施設でのサービスについて 

自宅から施設までの

送迎等について 

○ご家族による移送が困難な方、お身体の状況から通常の移送が困難な

場合等は、施設の送迎車で送迎を行います。特にご連絡がない場合は

単独で職員がお伺い致します。２人以上の介助が必要な場合は予めお

知らせ願います。 

○送迎は基本平日のみ対応としますがご相談ください。 

○送迎時間についてはご家族及び代理人との調整の上で決めさせてい

ただきます。送迎車両等の都合でご希望に添えない場合があります。 

居室について 

○身体状況や介護状況に応じて居室を設定いたします。 

○心身の変化などがあり介護上の必要があると判断したときは、利用中

に居室を変更させていただく場合がありますのでご了承願います。 

短期入所生活介護 

計画の作成・変更 

○ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針につい

ては、ケアマネジャーが作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」

にの内容を踏まえて当施設が作成する短期入所生活介護計画にて定

めます。計画作成の流れは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食 事 

○当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養・味付け・ご利

用者の身体の状況や嗜好を考慮した食事の提供に努めるとともに、嚥

下困難・特別食対応のご利用者へも「口から食べる」介護を続けられ

るよう努力をしております。 

○ご利用者の自立支援や嚥下の確保のため、居室より離床して食事をと

っていただくことを原則としています。 

（食事時間）  朝食 

        昼食 

        夕食 

8：00～9：00 

12：00～13：00 

18：00～19：00 

 

入浴 

○入浴又は清拭を週 2 回行います。 

○浴室は一般浴、特別浴（機械浴槽）があり、身体の状況、日常生活自

立度に応じて選択の上、入浴の介助をいたします。 

排泄 
○排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力、残存機能を活用した援

助を行います。 

①当施設の職員に短期入所生活介護計画の原案作成やそのため

に必要な調査等（アセスメント）の業務を担当させます。 

②担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご利用者およ

びそのご家族等に対して説明し、同意を得たうえで計画を決定

します。 

③短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が

変更された場合や、若しくはご利用者およびそのご家族等の要

請があった場合等に変更の必要があるかどうかを確認し、その

必要がある場合には、協議の上計画を変更します。 

④短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご利用者に対し

て書面を交付し、その内容を確認していただきます。 
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機能訓練 

○機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活

を営むのに必要な機能の改善又はその減退を防止するための訓練を

実施します。 

○上記の訓練は、食事、排泄、入浴、整容、更衣、移乗、移動、起居動

作などの日常生活に必要な動作に関するご利用者の現状を把握し、実

際の生活を送る場面においてこれらの動作についてできる限り最小

限の介助量で支援する、いわゆる生活リハビリを主として行うこと

で、生活機能の改善・維持を目指します。 

健康管理 

○基本的には、在宅でのかかりつけ医による事前の診察により短期入所

中に急変がない状況での利用となります。 

○定期的受診の必要のある方はご家族で付添い介助をお願い致しま 

す。ただし、急変や緊急の場合はこの限りではありません。 

 定期受診等は別途、有償移動サービス等の利用が可能です。 

○緊急時等、必要がある場合にはかかりつけ医あるいは協力医療機関等

に確実に引き継ぎます。 

その他自立への支援 

○寝たきり防止・軽減のため、身体状況に応じ、日中は無理のない離床

が出来るよう配慮します。 

○生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

○清潔で快適な生活が送れるよう、また適切な整容が行なわれるよう援

助します。 

 

レクリエーション 

行事 

○当施設では様々な行事を、年間を通じて行います。日中に行われるレ

クリエーションも含め、併設する特別養護老人ホームと一体的に実施

しております。 

 

（２）利用中の医療の提供について 
医療を必要とする場合は、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。

（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、下

記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。） 

医療機関の名称 医療法人社団 山本記念会 山本記念病院 

所在地 横浜市都筑区東山田町 1552 

電話番号 045-593-2211 

診療科 内科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科 他 

入院施設 131 床（一般病棟 49 床 療養病棟 82 床） 

当施設との 

契約の概要 

利用者に対して、嘱託医が入院加療を必要と認めたときは、入居者は当

病院で入院・診療を受けることができます。 

※ご本人のかかりつけの病院や、ご本人又はご家族の希望の病院がある

場合等は可能な範囲で受診に向け、連絡を図ります。予め生活相談員

にお知らせ下さい。 

1-4 サービスに関する料金について 

 サービスに関する料金は、「利用者負担金」、「食費・居住費」および「その他の費用」の合計

額をお支払いいただくこととなります。 

 ○介護保険法による給付があり、その一部を費用として支払うもの 

 （１）利用者負担金[短期入所生活介護サービスに関する費用] 

 （２）食費・居住費 

 ○利用者が利用料の全額を負担するもの 

 （３）その他の費用 
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（1）利用者負担金について 

短期入所生活介護サービスに関する料金として、厚生労働大臣が定める利用料の一定割合

（利用者の負担割合証記載の割合：１～３割）を利用者負担金として利用者より申し受けま

す。 

※１ 利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が法定代理受領をできなくなった場合は、

要介護度に応じた所定の利用料全額を一旦お支払い頂きます。当事業所が発行するサービ

ス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日お住まいの市区町村窓口

に提出しますと、保険給付分（9割～７割）の払い戻しを受けられます。 

※２ 厚生労働大臣が定める利用料に変更があった場合、当該利用者負担金は変更されます。 

 

（２）食費・居住費について 

食費・居住費につきましては、所得区分（第１段階～第４段階）に応じて、お支払いいただ

く額が異なります。 

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 

市民税非課税世帯で次の条件を満たす方 第1～第3段階以

外の方 〇老齢福祉年金を受

給 

〇年収８０万円以下 

 

〇預貯金等の合計額

が一定の基準未満 

○年収80万円超 

120万円以下 

〇預貯金等の合計額

が一定の基準未満 

〇年収120万円越 

 

〇預貯金等の合計額

が一定の基準未満 

生活保護等を受

給されている方 

    

 

（３）その他の費用について 

  その他の費用については、例として以下のものがあります。詳細は料金表をご覧ください。 

○ 日常生活上必要となる諸費用 

 

（４）外部事業者によるサービス 

  次のサービスなど、外部の事業者により提供されるサービスがあります。費用は直接外部事業

者にお支払い下さい。 

○［喫茶・移動売店］ 

   地域のボランティアによる喫茶店や、嗜好品・お花等の移動販売があります。 

（１）～（３）に記載された内容の詳細については、別紙の料金表をご覧ください。 

 ≪別紙－１≫ 短期入所生活介護［ユニット型］ 料金表 

≪別紙－２≫ 短期入所生活介護［従来型］   料金表 

 

（５）お支払いの方法について 

利用者負担金とその他の費用は、合算の上原則として毎月28日にご指定の金融機関の口座か

ら引き落としとさせて頂きます。また、現金払いを希望される方はご相談下さい。 

外部事業者によるサービスにつきましては、当該事業者へ直接お支払いいただきます。 
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（６）受給者証の確認について 

  保険給付の手続き上、資格確認のため事業者に介護保険証（および負担割合証）その他受給者

証の原本確認が義務付けられております。受給者証等が更新となった場合など、必要の都度ご提

示をお願いいたします。 

 

 

1-5 施設の利用にあたっての留意事項 

共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、次の点にご留意いただきますようお願

いいたします。 

（１） 持ち物等に 

ついて 

○ショートステイのご利用にあたり、他のご利用者に迷惑のかかる物

や、施設運営及びご利用者処遇に支障をきたす物については持ち込

みをお断りすることがあります。 

○ショートステイのご利用にあたりご持参をお願いしている書類等

は次の通りです。また、身の回りのものについても以下を参考にご

持参ください。 

書類等 

 ○各種証明書類 

・介護保険被保険者証・負担割合証 

・各種負担限度額認定証 

・健康保険証 

・公費負担医療受給者証 

・障害者手帳 

○看護サマリー（病院・介護老人保健施設からの入所の場合） 

○お薬（日数分）詳細別紙 

身の回りのもの 

 ※お部屋の収納スペースに限りがありますので、下記を参考に

お持ちくださいますようお願いいたします。 

 ○下着（パンツ・シャツ） 

○上着（シャツ・トレーナー等） 

○ズボン 

○パジャマ・寝巻 

○室内靴・外靴 

○自助具（杖・車椅子等） 

○歯ブラシ・コップ・ティッシュ・入れ歯入れ・口腔ケア用

品 

○カーディガン（厚手・薄手） 

○靴下 

○男性は電気シェーバー 

 
 

（２）面会 

○面会時間は概ね９：００～１7：3０です。早朝、深夜の面会をご

希望の場合は事前にご連絡をお願いします。 

○来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。1 階受付の入館

カードにご記入をお願いします。 

○面会の際は以下の点にご留意ください。 

・面会時間については、入居者が疲れない程度でお願いします。 

・食中毒の防止の為、面会時に生もの食品の持ち込みはご遠慮願い

ます。 

・他のご利用者に迷惑のかかる物や、施設運営に支障をきたす物に
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ついては持ち込みをお断りすることがあります。 

○次のような場合には、面会をお断りすることがあります。 

・インフルエンザ等の感染症が流行しているとき、または施設内に

おいて感染症が発生しているとき。 

・面会者に発熱・せきなどの感染症の兆候のある場合、体調不良で

あると認められるとき 

・面会者とご利用者との間で利益相反その他の事情があり、利用者

が面会を望まないと判断されるとき 

・その他施設運営に支障をきたすと判断されるとき 

 

（３）食事の料金に 

ついて 

○食事が不要な場合は、お申し出下さい。 

 朝食は前日 17：00 まで 

昼食は 10：00 まで  夕食は 15：00 まで 

（４）施設・設備の 

使用上の注意 

○居室、共用施設及び敷地は、その本来の用途に従って利用して下さ

いますようお願いいたします。 

○当施設の職員は、ご利用者に対するサービスの実施上または安全管

理上の必要があると認められる場合には、ご利用者の居室内に立ち

入り、随時必要な措置をとるものとします。ただし、この場合にお

いても、ご本人のプライバシー等の保護について十分な配慮を行い

ます。 

○ご利用者が、ホームの施設、設備を滅失、破損、汚損もしくは変更

した場合には、自己負担により原状に復していただくか、又は相当

の費用をお支払いいただきます。 

○ご利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、ご利

用者及びそのご家族等と事業者との協議により、居室又は共用施

設、設備の利用法などを決定するものとします。 

○他のご利用者や当施設の職員に対し、宗教活動、政治活動、営利活

動その他迷惑を及ぼすような行為はできません。 

 

（５）喫煙 

○喫煙は可能ですが、一部制限がありますので相談ください。 

○原則としてご利用者所持のライター等の火気については施設で管

理させていただきます。 

（６）食べ物の持込、

取扱いについて 

○面会の際などで、飲食物をお持ち込みになる場合は受付にお声掛け

下さい。ご利用者の状況によっては、持ち込みをお断りすることが

ありますのでご承知おきください。 

○生ものは、原則として持込みをお断りします。ご利用者のご希望に

よりお持ちになった場合は、受付にてお申出の上、退出までにお召

し上がりいただくか、残りをお持ち帰り下さい。 

○賞味期限の切れた食べ物・手作りの物のお預かり、ご提供は行いま

せん。お預かり中に賞味期限が切れたものについては、処分させて

いただきます。 

○ご利用者間・ご家族間での食べ物の受け渡しは、入居されているご

利用者の健康管理上・安全管理上の理由により、堅くお断りします。 

（７）衣類の取扱い

について 

○衣類の紛失防止のため、衣類にお名前をマジックでご記入くださ

い。記入のないものに関しては、当施設にて記入させていただきま

す。 

〇感染扱いとなった衣類は、洗濯と一緒に殺菌・消毒処理を行います

ので、素材によっては収縮・変色が起こる可能性があります。 

（感染扱い：インフルエンザ、ノロウイルス、コロナウィルス、嘔吐、

出血等） 
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（8）社会福祉人材育

成へのご協力の 

お願い 

○高齢社会は全ての人が例外無く当事者であり、互いにその理解者で

あること、その支え手になることが求められています。全ての実習

生・ボランティアが将来大切なその一人となります。施設への受入

に何卒ご協力くださいますようお願い致します。 

 

1-6 緊急時及び事故発生時の対応、非常災害対策 

（１） サービス提供中に、ご利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに

主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定された連絡

先にも連絡します。 

（２） 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、地域包括支

援センタ―等、市町村に連絡するとともに、必要な措置を講じます。事業所の責めに帰すべ

き事由により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに対応いたします（なお、当法人は

賠償責任保険に加入しております）。 

（３） 非常災害に備えて、事業所または施設ごとに防火管理者を定め、消防計画をはじめとする

計画の策定、定期的な訓練を行っております。 
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【2】その他運営に関する重要事項 

2-1 相談窓口及び苦情対応 

（1）事業所の相談・苦情担当 
当事業所では、サービスに対するご意見などをいただいています｡まずは､当事業所の窓口へご

連絡ください。 

また、ご利用者の声（苦情受付）ボックスを各階エレベーターホールに設置しています。 

対 応 す る 者  生活相談員 渡邊 美保・森本 真美 

電 話 番 号  044-948-5740（代表：044-948-5721） 

対 応 時 間  平日 午前8時30分～午後5時30分 

 

（２）第三者委員 
当施設では、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置し

ております。 

第 三 者 委 員 

氏名 職業等 

中村 好江 ライフアドバイザー 

森角 かつ枝  

 

（３）その他の相談・苦情窓口 
① 川崎市高津区地域みまもり支援センター高齢・障害課 高齢者支援係 

電 話 番 号  044-861-3255 044-861-3249（FAX） 

② 川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 

電 話 番 号  044-200-2679 

③ 神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連） 介護苦情相談課 

所 在 地  〒220-0003 横浜市西区楠町27-1 

電 話 番 号  045-329-3447 

対 応 時 間  平日 午前8時30分～午後5時15分 

④ かながわ福祉サービス運営適正化委員会 

所 在 地  〒221-0825 横浜市神奈川区反町3丁目17-2 

電 話 番 号  045-311-8861（相談専用） 

 

2-2 秘密の保持と個人情報の取り扱いについて 

（１） 事業所及びその職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を、

正当な理由なく第三者に漏らしません。職員については、退職後についてもこれを遵守する

義務が法律または当法人との契約において課されております。 

（２） 事業所及びその職員は、法人が定める「個人情報保護方針」に従い、適切に個人情報を取

り扱います。事業所が取得した利用者の個人情報については、原則としてサービスの提供以

外の目的には利用しないものとし、外部への情報提供については、「個人情報使用同意書」

にて、事前に利用者の承認をいただいております。 

（３） 事業所は、利用者の求めに従って、利用者自身に関する情報（利用者記録、サービス提供

記録、その他）を開示しております、ただし、家族等からの請求につきましては、書面にて

利用者本人の了解を得てからの開示とさせていただきます。 
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2-3 虐待防止 

（１）事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとします。 

  ① 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 

  ② 虐待防止のための指針の整備 

  ③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

  ④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置 

（２） 高齢者虐待に関わる高齢者及び家族からの通報先は、高津区地域みまもり支援センター 

高齢・障害課 高齢者支援係 となっております。事業所からも権利擁護の観点から必要と認

められる場合には、川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課 に通報いたします。 

 

2-4  身体的拘束等 
（１） 事業所は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護 

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身 

体的拘束等」という。）を行ってはならないものとします。 

（２） 事業所は、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利 

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由（以下「身体的拘束等の態様等」という。）を記 

録をします。 

（３） 事業所は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束 

等の態様等を説明します。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な 

場合は、この限りではないこととします。 

（４） 事業所は、前項ただし書きの規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束 

等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明します。 

（５）事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

 ① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこと 

ができるものとする。)を 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ります。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 

 

2-5 事業者について 

法人名 社会福祉法人 秀峰会 

代表者 理事長 櫻井 大 

法人所在地 横浜市旭区下川井町360番地 

電話・ＦＡＸ 電話 045-952-1111  FAX 045-952-2211 

ホームページアドレス http://shuhokai.or.jp/ 

※ 法人事業所一覧については、ホームページ参照又は管理者へお問い合わせ下さい。 
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2-6 社会福祉法人 秀峰会の理念（サービスの方針） 
  

<テーマ> 

 
 

～明治時代の文芸評論家である高山樗牛(たかやま ちょぎゅう)の言葉より～ 

「天にありては星、地にありては花、人にありては愛、これ美しきもの最たらずや」 

 

 

<理念> 

（１）人間が主体である。 

  （ご利用者と職員が常により高い自己実現に向かって生活できる環境をつくります。） 

 

（２）連帯の輪を無限に広げていく。 

  （地域社会との交流を通じて、あらゆる人々が支えあって共に生きる地域連帯の実現を目指し

ます。そして連帯の輪を世界に向かって広げていきます。） 

 

（３）日に日に新たな今日を創造していく。 

  （変動する社会に、常に生き生きと対応してゆける創造的な人間の生活を実現します。） 
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【３】［交付・説明の確認、同意］ 
 

  短期入所生活介護サービスの提供にあたり、上記のとおり説明し、交付いたします。 

      

令和   年  月  日 

 

       （事業者）       川崎市高津区久末1510-10 

                   社会福祉法人 秀峰会 

                   高津 山桜の森    ㊞ 

 

 

                  説明者               

 

私は、本説明書の交付を受け、事業所から短期入所生活介護サービスについて、重要

事項の説明を受けました。また、サービス提供の開始について同意します。 

 

  令和   年  月  日 

 

（ご利用者）     氏名                    

 

（家族等代理人）  氏名                    

［利用者本人との関係：          ］ 

 

 

（立会人）     住所                    

                     

氏名                     
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【４】別紙 

別紙-１【短期入所生活介護 料金表】ユニット型 
※従来型居室を利用する場合の料金は、＜別紙-２＞の料金表をご覧ください。 

サービスに関する料金は、「利用者負担金」、「食費・居住費」および「その他の費用」

の合計をお支払いいただくこととなります。 

 ○介護保険法による給付があり、その一部を費用として支払うもの 

１．利用者負担金[短期入所生活介護サービスの利用者負担金] 

２．食費・居住費 

 ○利用者が利用料の全額を負担するもの 

３．その他の費用 

 
１．短期入所生活介護サービスの利用者負担金 

○利用者負担金には、・１日（1回）ごと、・月ごとを単位とするものがあります。 
○負担金総額の計算は、月間の〔総単位数ｘ単価〕で計算します。以下の表に記載する負担額は、

実際の料金額と1日あたり1円程度のずれが生じる場合があります。 

○川崎市所在の事業所による短期入所生活介護の単価は、「１単位＝10.88 円」です。 

○基本の単位に加え、ご利用者の状態・介護状況や事業所の体制により加算が算定されます。 

 

＊利用者負担金の算出方法 

    単位数から利用者負担額の計算は、次の計算式で行います。 

① （短期入所生活介護費＋加算＋介護職員等処遇改善加算Ⅰ）Ｘ10.88 円 ＝ ○○円 

（１円未満切捨て） 

 ②［１割負担の場合］○○円 － ○○円ｘ0.9（１円未満切捨て）  ＝ △△円 

 ②［２割負担の場合］○○円 － ○○円ｘ0.8（１円未満切捨て）  ＝ □□円 

  ②［3 割負担の場合］○○円 － ○○円ｘ0.7（１円未満切捨て）  ＝ ××円 

 

利用者負担金一覧 :１日あたりの金額のめやす 

 単位数 1割負担 2割負担 ３割負担 

①併設型ユニット型短期入所生活介護費（Ⅰ） 

 【要支援１の方】 529単位/日 576円 1,151円 1,727円 

【要支援２の方】 656単位/日 714円 1,428円 2,142円 

【要介護１の方】 704単位/日 766円 1,532円 2,298円 

【要介護２の方】 772単位/日 840円 1,680円 2,520円 

【要介護３の方】 847単位/日 922円 1,843円 2,765円 

【要介護４の方】 918単位/日 999円 1,998円 2,997円 

【要介護５の方】 987単位/日 1,074円 2,148円 3,222円 

②加算 

 看護体制加算（Ⅰ） 4単位/日 5円 9円 13円 

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 18単位/日 20円 39円 59円 

機能訓練体制加算 12単位/日 13円 26円 39円 
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サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位/日 20円 39円 59円 

③その他の加算（ご利用者の状況に応じて算定をするもの） 

 送迎体制加算 184単位/片道  

④介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数（①～③の合計）×0.14 

利用者負担金合計（①､②､④の合計） 

 【要支援１の方】 662単位 721円 1,441円 2,161円 

【要支援２の方】 807単位 878円 1,756円 2,634円 

【要介護１の方】 862単位 938円 1,876円 2,814円 

【要介護２の方】 939単位 1,022円 2,044円 3,065円 

【要介護３の方】 1,025単位 1,116円 2,231円 3,346円 

【要介護４の方】 1,106単位 1,204円 2,407円 3,610円 

【要介護５の方】 1,184単位 1,289円 2,577円 3,865円 

※一定の条件を満たす利用者は「高額介護サービス費」により利用者負担金の一部の払い戻し

を受けることができます。 

※各加算の要件、「高額介護サービス費」の詳細につきましては、別紙-3をご覧ください。 

 

２．食費・居住費 
○食費・居住費（光熱水費含む）の１日あたりの費用は、次の通りです。 

○費用は収入等（所得段階）に応じ負担の軽減制度があり、下表は実際の負担額を表

示しています。 

※「負担限度額認定証」をご提示ください（認定には、区役所等への申請が必要です）。 

 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 

食費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,670円 

居住費 880円 880円 1,370円 1,370円 2,450円 

対象者 

市民税非課税世帯で次の条件を満たす方 第1～第3段階

以外の方 ○老齢福祉年金を

受給 

○年収80万円以下 

 

○預貯金等の合計

額が一定の基準

未満 

○年収80万円超

120万円以下 

○預貯金等の合計

額が一定の基準

未満 

○年収120万超 

 

○預貯金等の合計

額が一定の基準

未満 

生活保護等を受

給されている方 

    

 

３．その他の費用 

○ご利用者のご希望に応じ、次のサービスを提供しておりますが、その費用につきま

しては全額のご負担をいただきます（介護保険の給付対象となりません）。 

○当施設から直接ご提供するものと、医療機関等、外部業者から提供するものがあり

ます。 

行事食にかかる費用（食材費） 

 ○催事・イベントの際には通常のメニューと異なる 実費 
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食事をご提供いたします。 

 

日常生活上必要となる雑貨等（当施設による販売分） 

 ○日常生活品の購入代金等、ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

○おむつ代は介護保険給付の対象となっておりますのでご負担の必要はありませ

ん。 

義歯洗浄剤 735円 ティッシュペーパー 120円 

歯磨き粉 250円   

 

４．利用料金のお支払方法 

サービス提供期間及び利用者負担金、その他の利用料の金額を明記した明細書を添え

て請求書をお送りします。翌月28日までに以下の方法でお支払ください。 

 金融機関口座からの自動引落し 

（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落とします。） 

※ 当法人の他のサービスと合わせてご利用の場合は、各サービスの合計額が同時に引き

落としとなります。 

  上記以外の方法をご希望の場合はご相談ください。 

 
５．サービスの中止・キャンセル料について 

① サービスの利用を中止される際には、すみやかに担当ケアマネジャーまたは、下記の

連絡先までご連絡ください。 

・連絡先 電話番号 044-948-5740（代表：044-948-5721） 

・担当：生活相談員 

・受付時間 8時３0分～17時３0分 

② ご利用者の都合でサービスを中止する場合（契約を終了する場合を含む）には、下記

のキャンセル料をいただく場合がありますので、できる限り早くご連絡ください。キャ

ンセル料は、次の表のとおりです。（利用者の体調の急変など、緊急やむを得ない事情

がある場合は、キャンセル料は不要です） 

中止の申し出時期 キャンセル料 

利用開始日を含め3日前から前日まで 利用者負担金、居住費、食費の25％ 

利用開始当日 利用者負担金、居住費、食費の50％ 

利用開始後（未利用分の中止） 利用者負担金、居住費、食費の10０％ 

※7日間を超える利用期間についてのキャンセル料は、7日分とします。 
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別紙-２【短期入所生活介護 料金表】従来型 
※ユニット型居室を利用する場合の料金は、＜別紙-１＞の料金表をご覧ください。 

 

サービスに関する料金は、「利用者負担金」、「食費・居住費」および「その他の費用」

の合計をお支払いいただくこととなります。 

 ○介護保険法による給付があり、その一部を費用として支払うもの 

１．利用者負担金[短期入所生活介護サービスの利用者負担金] 

２．食費・居住費 

 ○利用者が利用料の全額を負担するもの 

３．その他の費用 

 
１．短期入所生活介護の利用者負担金 

○利用者負担金には、・１日（1回）ごと、・月ごとを単位とするものがあります。 
○負担金総額の計算は、月間の〔総単位数ｘ単価〕で計算します。以下の表に記載する負担額は、

実際の料金額と1日あたり1円程度のずれが生じる場合があります。 

○川崎市所在の事業所による短期入所生活介護の単価は、「１単位＝10.88 円」です。 

○基本の単位に加え、ご利用者の状態・介護状況や事業所の体制により加算が算定されます。 

＊利用者負担金の算出方法 

    単位数から利用者負担額の計算は、次の計算式で行います。 

① （短期入所生活介護費＋加算＋介護職員等処遇改善加算Ⅰ）Ｘ10.88 円 ＝ ○○円 

                               （１円未満切捨て） 

 ②［１割負担の場合］○○円 － ○○円ｘ0.9（１円未満切捨て）  ＝ △△円 

 ②［２割負担の場合］○○円 － ○○円ｘ0.8（１円未満切捨て）  ＝ □□円 

  ②［3 割負担の場合］○○円 － ○○円ｘ0.7（１円未満切捨て）  ＝ ××円 

利用者負担金一覧 :１日あたりの金額のめやす 

 単位数 1割負担 2割負担 ３割負担 

①併設型短期入所生活介護費（Ⅱ） 

 【要支援１の方】 451単位/日 491円 982円 1,472円 

【要支援2の方】 561単位/日 611円 1,221円 1,831円 

【要介護１の方】 603単位/日 656円 1,312円 1,968円 

【要介護２の方】 672単位/日 732円 1,463円 2,194円 

【要介護３の方】 745単位/日 811円 1,621円 2,432円 

【要介護４の方】 815単位/日 887円 1,774円 2,661円 

【要介護５の方】 884単位/日 962円 1,924円 2,886円 

②加算 

 看護体制加算（Ⅰ） 4単位/日 5円 9円 13円 

看護体制加算（Ⅱ） 8単位/日 9円 18円 27円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13単位/日 15円 29円 43円 

機能訓練体制加算 12単位/日 13円 26円 39円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18単位/日 20円 39円 59円 
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③その他の加算（ご利用者の状況に応じて算定をするもの） 

 送迎体制加算 184単位/片道  

④介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数（①～③の合計）×0.14 

利用者負担金合計（①､②､④の合計） 

 【要支援１の方】 576単位 627円 1,254円 1,880円 

【要支援2の方】 701単位 763円 1,526円 2,288円 

【要介護１の方】 749単位 815円 1,630円 2,445円 

【要介護２の方】 828単位 901円 1,802円 2,703円 

【要介護３の方】 911単位 992円 1,983円 2,974円 

【要介護４の方】 991単位 1,079円 2,157円 3,235円 

【要介護５の方】 1,069単位 1,163円 2,326円 3,489円 

※一定の条件を満たす利用者は「高額介護サービス費」により利用者負担金の一部の払い戻し

を受けることができます。 

※各加算の要件、「高額介護サービス費」の詳細につきましては、別紙-3をご覧ください。 

 

２．食費・居住費 
○食費・居住費（光熱水費含む）の１日あたりの費用は、次の通りです。 

○費用は収入等（所得段階）に応じ負担の軽減制度があり、下表は実際の負担額を表

示しています。 

※「負担限度額認定証」をご提示ください（認定には、区役所等への申請が必要です）。  

 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 

食費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,670円 

居住費 - 430円 430円 430円 1,050円 

対象者 

市民税非課税世帯で次の条件を満たす方 第1～第3段階

以外の方 ○老齢福祉年金を

受給 

○年収80万円以下 

 

○預貯金等の合計

額が一定の基準

未満 

○年収80万円超

120万円以下 

○預貯金等の合計

額が一定の基準

未満 

○年収120万超 

 

○預貯金等の合計

額が一定の基準

未満 

生活保護等を受

給されている方 
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３．その他の費用 

○ご利用者のご希望に応じ、次のサービスを提供しておりますが、その費用につきま

しては全額のご負担をいただきます（介護保険の給付対象となりません）。 

○当施設から直接ご提供するものと、医療機関等、外部業者から提供するものがあり

ます。 

日常生活上必要となる雑貨等（当施設による販売分） 

 ○日常生活品の購入代金等、ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

○おむつ代は介護保険給付の対象となっておりますのでご負担の必要はありませ

ん。 

義歯洗浄剤 735円 ティッシュペーパー 120円 

歯磨き粉 250円   

 

 

４．利用料金のお支払方法 

サービス提供期間及び利用者負担金、その他の利用料の金額を明記した明細書を添え

て請求書をお送りします。翌月28日までに以下の方法でお支払ください。 

 金融機関口座からの自動引落し 

（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落とします。） 

※ 当法人の他のサービスと合わせてご利用の場合は、各サービスの合計額が同時に引き

落としとなります。 

  上記以外の方法をご希望の場合はご相談ください。 

 
 
5.サービスの中止・キャンセル料について 

① サービスの利用を中止される際には、すみやかに担当ケアマネジャーまたは、下記の

連絡先までご連絡ください。 

・連絡先 電話番号 044-948-5740（代表：044-948-5721） 

・担当：生活相談員 

・受付時間 8時３0分～17時３0分 

② ご利用者の都合でサービスを中止する場合（契約を終了する場合を含む）には、下記

のキャンセル料をいただく場合がありますので、できる限り早くご連絡ください。キャ

ンセル料は、次の表のとおりです。（利用者の体調の急変など、緊急やむを得ない事情

がある場合は、キャンセル料は不要です） 

中止の申し出時期 キャンセル料 

利用開始日を含め3日前から前日まで 利用者負担金、居住費、食費の25％ 

利用開始当日 利用者負担金、居住費、食費の50％ 

利用開始後（未利用分の中止） 利用者負担金、居住費、食費の10０％ 

※7日間を超える利用期間についてのキャンセル料は、7日分とします。 
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別紙-３ 【短期入所生活介護 各加算の要件・負担軽減制度等】 
 

１．短期入所生活介護 各加算の要件の概要 
 

（１）施設の体制などが一定の条件を満たすため加算されるもの 

○看護体制加算（Ⅰ） 

単位数 ４単位（１日につき） 

要件 常勤の看護師を１名以上配置していること。 

○看護体制加算（Ⅱ） 

単位数 ８単位（１日につき） 

要件 看護師の数が常勤換算方法で入所者の数が 25 人又はその端数を増す

ごとに 1 人以上配置しており、施設基準の数に 1 を加えた数以上であ

ること。 

また、看護職員と医療機関との連携を通じ 24 時間の連絡体制を確保

していること。 

 

○夜勤職員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

単位数 （Ⅰ）１３単位（１日につき）［ユニット型以外］ 

（Ⅱ）１８単位（１日につき）［ユニット型］ 

要件 夜勤（17 時～9 時）を行う介護職員又は看護職員の数が、配置基準を

1 以上上回っていること。 

 

○機能訓練体制加算 

単位数 １２単位（１日につき） 

要件 常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師

又はあん摩マッサージ指圧師を機能訓練指導員として 1 名以上配置す

ること。 

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき

機能訓練を行っていること。 

 

○サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

単位数 18 単位（１日につき） 

要件 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 60％以上 

 

○介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

単位数 所定単位数（①～③）に 0.14 を乗じた単位（１月につき） 

要件 介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護老人福祉施設が入居者に対し、指定介護老人福祉施設

サービスを行った場合。 
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（２）ご利用者の状況などに応じて加算されるもの 

○送迎加算 

単位数 １８４単位（片道につき） 

要件 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要

と認められる利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行う

場合。 

 

 

２．負担軽減制度（高額介護サービス費） 
 

○介護福祉施設サービスに関する 1 ヶ月の利用者負担（1 割～3 割負担分）が一定の上

限額（下表）を超えることとなる場合、区役所へ申請することで段階に応じ限度額を

超えた分が「高額介護（介護予防）サービス費」として払い戻されます。ご不明な点

は担当のケアマネジャーにご相談下さい。 

対象となる方 
利用者負担金の限度額（月額） 

世帯の限度額 個人の限度額 

市民税を課税されていて、課税所得が 690 万円（年

収 1,160 万円）以上の世帯 
140,100 円     

市民税を課税されていて、課税所得が 380 万円（年

収 770 万円）以上 690 万円（年収 1,160 万円）

未満の世帯 

93,000 円     

市民税を課税されていて、課税所得が 380 万円（年

収 770 万円）未満の世帯 44,400 円     

市民税非課税世帯 24,600 円     

 

 

合計所得金額と公的年金等収入額の合計

が年間 80 万円以下の方 
24,600 円 15,000 円 

生活保護等を受給されている方等 15,000 円     
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別紙-４ 【社会福祉法人秀峰会 個人情報保護方針】 
 

社会福祉法人秀峰会は、当法人が取り扱うご利用者等（患者・ご利用者・園児およびそのご家族様をいい

ます。以下同じ）の個人情報について、個人情報保護法および関連法令等を遵守し、以下の方針に基づいて

個人情報の保護に努めます。 

１、個人情報の適切な取得、利用、第三者提供について 

（１）ご利用者等の個人情報を取得するときは、あらかじめご利用者等の同意を得て取得します。 

（２）当法人において、法令及び関係省庁等が定める指針に基づき、個人情報の保護に関する規程を定め、

適切な利用に努めます。 

（３）当法人は、ご利用者等の同意を得た場合または法令において許される場合を除き、個人情報を本方

針-５に定める利用目的以外の目的で利用し、あるいは第三者に提供することはありません 

２、個人情報の管理について 

（１）当法人は、取得した個人情報を常に最新で正確な状態に保つと共に、個人情報の漏洩・滅失・毀損

や不正なアクセスに対する安全対策を講じて適切な管理を行います。 

（２）利用する必要がなくなった個人情報については、法令等に保存の定めのあるものを除き、速やかに

削除するよう努めます。 

３、個人情報の開示・訂正・削除・利用停止等の請求について 

当法人は、ご利用者等が自身の個人情報の開示・訂正・削除・利用停止等を求める権利を有している

ことを十分に認識し、これらの求めがある場合には、個人情報の保護に関する規程に従って適切に対応

いたします。 

４、継続的改善の取り組み及び苦情の対応について 

当法人は、本方針を研修・教育の機会を通じて全職員に周知するとともに、継続的に改善を行うよう

努めます。また、個人情報の取り扱いに関する苦情に対しては、事業所に設置する相談・苦情窓口を通

じ、適切かつ迅速な対応に努めます。 

５、個人情報の利用目的について（医療・介護・障害福祉分野） 

当法人は、当法人の医療・介護・障害福祉サービス（以下、「サービス」といいます）を利用するご利

用者等の個人情報を、次の目的で利用します。 

（１）事業所・法人内部での利用となるもの 

①ご利用者本人への医療・介護・障害福祉サービスの提供 

②医療保険・介護保険事務などの報酬請求事務 

③ご利用者等に関する事業所・法人内部での管理運営業務 

－入退居・利用契約の管理 

－会計・経理 

－医療・介護事故等の報告 

－ご利用者本人へのサービスの向上 

－サービスや業務の維持・改善のための基礎資料の作成 

－事業所等において行われる学生・研修生の実習への協力 

－事業所・法人内において行われる症例研究・事例研究 

（２）他の事業者・第三者への情報提供を伴うもの 

①事業所が提供するサービスのうち次の業務 

－ご利用者本人にサービスを提供する他の医療機関・居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所

等との連携（サービス担当者会議・カンファレンス等），当該事業者等からの照会に対する回

答 

－サービスの提供等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－検体検査業務の委託その他の業務委託 

－ご利用者本人の病状・心身の状況に関するご家族様への説明 

②医療保険・介護保険事務などの報酬請求事務のうち次に関する業務 

－審査支払機関へのレセプト・給付費請求書等の提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

③事業所等の利用者・患者に関する管理運営業務のうち次の業務 

－外部監査機関への情報提供 

④医師賠償責任保険・事業者賠償責任保険に関する保険会社等への相談又は届出等 

平成３０年４月１日改正 


